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国自安第 18 5号の 2

国自旅第 693号の 2
観観産第 583号の 2
平 成 25年 4月 2日

国由子守超邑

自動車局安全政策課輯訴事問
1間全回日j

明器開?F

高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行について(指導事項)

標記について、各地方運輸局自動車交通部長、関東・近畿運輸局自動車監査指導部

長、各地方運輸局自動車技術安全部長、各地方運輸局企画観光部長及び沖縄総合事務

局運輸部長あて通知したので、貴会においてもその趣旨を了知されるとともに、傘下

会員に対し周知徹底を図られたい。
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都道府県旅行業担当部長 殿

直二週 i

観観産第 583号の 3

平成 2 5年 4月 2日

高速ツアーパス等の高速乗合パスへの移行について(指導事項)

高速ツアーバス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)の高速

乗合パスへの移行については、「高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行につ

いてJ(平成24年 7月31日付け国自旅第238号、観観産第 188号)を通達し

たところですが、国土交通省及び観光庁において、高速乗合パスへの移行にあたって、

下記のとおり細部取扱を定めましたので、ご了知下さい。

なお、本件については、公益社団法人日本パス協会会長、高速ツアーパス連絡協議

会会長、一般社団法人日本旅行業協会会長及び社団法人全国旅行業協会会長あて別添

のとおり通知しましたので申し添えます。
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1 .総則

高速ツアーパス等については、昨年4月2日に新たな高速乗合パスへの一本化を

進める方針を国土交通省として決定し、同年同月 2~ 日に関越自動車道で発生した
高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った上で新高速乗合パ

ス制度を同年7月31日に制定したところである (r高速パスの管理の受委託につ

いてJ(平成24年7月31日付け国自安第55号、国自旅第236号、国自整第

78号)等参照。〉。

これに伴い、本年8月以降は高速ツアーパス等の運行を認めないこととし、本年

7月末までに別添スケジュールのとおり、新高速乗合パス制度に基づく新高速乗合

パスに確実に移行させることとする。

今後、別添スケジュールに基づいて円滑な移行を確保していくためには、新高速

乗合パスへ移行する意向を持っている事業者(以下「移行希望事業者」という。)

において、移行のために必要となる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合パス

事業」という。)に係る所要の申請手続き(道路運送法第4条に基づく新規経営許

可申請、同法第5条に基づく事業計画の変更認可申請、同法第35条に基づく管理

の受委託の許可申請(以下「許認可申請」という。)等)を速やかに行うとともに、

当該申請を受理した各地方運輸局等において、可能な限り迅速かつ柔軟に処理する

ことが必要である。

このため、各地方運輸局等は、移行希望事業者に対し、 2. (1)から (5)に

定める事項について周知を図り、適切に指導することとされたい。

2.各地方運輸局等から移行希望事業者に対する指導事項

(1)移行に伴う許認可申請の期限

移行希望事業者においては、本年7月31固までに新高速乗合パスに係る許認

可の取得を完了させる必要があるが、そのためには、標準処理期間 (3ヶ月)と

の関係上、原則として、本年4月30日までに所要の許認可申請がなされる必要

がある。この際、乗合パス事業の管理の受委託の許可申請を予定している場合に

おいては、乗合パス事業の新規経営許可申請又は乗合パス事業の事業計画の変更

認可申請と同時に行うこととする。

なお、申請書類に不備等があった場合には、標準処理期間に当該不備等に係る

差し替え期間を含まない取扱いとしているので、移行に必要な許認可に係る申請

書の作成・申請については余裕をもって着実に行うよう、その旨、移行希望事業

者を指導するとともに、必要に応じ助言を行うこととする。

(2)バス停留所の確保に係る調整が終了していない場合の取扱い

①新高速乗合パスへの移行にあたっては、バス停留所を確保することがその前

提となるが、今回の移行に際しては、多くの移行希望事業者のバス停留所に対

する要望を多数の関係者が介在して集中的に調整しなければならないことか

ら、相当の調整期間を要することが想定される。このため、バス停留所の確保

に係る調整が終了していない(道路占用許可及び道路使用許可(以下「道路関

係許可」という。)を得ているか又は確実に得られる見込みに至っていない等)

ことのみが理由となって申請準備が整っていない場合については、所要の許認

可申請を受け付けて差し支えないこととし、この旨について移行希望事業者に

対して周知することとする。



なお、この場合の標準処理期間の起算点は、当該バス停留所の確保に係る調

整が終了した時点(道路関係許可については、当該許可を得ているか又は確実

に得られる見込みに至った時点)とするが、当該取扱いが、本年7月31日ま

での新高速乗合パスへの移行の妨げとならないよう十分留意して対処すること

とする。

② また、バス停留所の設置に係る道路関係許可の取得について、新高速乗合パ

スに係る許認可が前提となっている場合においては、移行希望事業者に当該道

路関係許可の取得が確実である旨の宣誓書の提出を求めた上で、当該新高速乗

合パスに係る許認可を行うこととし、運輸開始日までに道路関係許可に係る書

面の写しを提出することを条件として付すこととする。

(3)許認可に係る審査基準の特例

移行に伴う許認可申請に対する審査基準の適用に際しては、本年7月31日ま

での新高速乗合パスへの移行は、「パス事業のあり方検討会」報告書の内容を踏

まえ、国土交通省として、昨年4月2日に決定した方針及び同年同月 29日に関

越自動車道で発生した高速ツアーパス事故を踏まえ、同年7月31日に制定した

新高速乗合パス制度の実施であり、遅滞なく円滑に移行させることが不可欠であ

ること、また、監査"処分の実施時期による影響もあること等に鑑み、一定期間

における行政処分又は重大事故惹起の有無に係る審査基準については、以下に掲

げる 2つの措置を一体的に新たに講じていることを条件として、適用しないこと

とする。

① j去令遵守及び輸送の安全確保に取り組む専任部署の新設又は格上げ措置

② この他法令遵守及び輸送の安全確保に資すると認められる措置等(※1) 

また、「高速ツアーパス等の高速乗合パスへの移行のための高速バス停留所調

整ガイドライン」に基づく協議会が求めるバス停留所の使用申請を行う場合につ

いても同様の取扱いとする。

なお、既存高速乗合パス事業者による高速パス輸送サービスの改善を目的とす

る貸切パス輸送力の活用lご係る管理の受委託の許可申請であって、本年4月30

日までに申請されたものについても同様の取扱いとする。

(※1)①外部講師による安全講習会やNASVAのカウンセリング付き適性診断を全運転者に

受診させる措置、②受託者の場合は委託事業者における安全確保の仕組み・ノウハウを定

期的に学ぶ機会を創設する措置、③高速ツアーパス連絡協議会による自主的な法令遵守の

取組み(巡回指導等による自主的な適正化事業)等が考えられる。

(4)法令試験の実施方法

移行に伴う乗合パス事業の新規経営許可申請において実施する法令試験につい

ては、受験者について「代表権を有する常勤役員」とするとともに、出題範囲に

ついて「改善基準告示j、「運輸安全マネジメント」及び「貸切パス選定廃利用ガ

イドライン」を含めることとする。

(5 )新高速乗合パスの交替運転者の配置基準の適用

新高速乗合パスの交替運転者の配置基準(以下「配置基準」という。) (※2) 

については、本年8月1日からの施行(デジタル式運行記録計による運行管理及

び遠隔地点呼の強化を除く。)を予定しているところであるが、移行に伴う許認

可の取得を早期に完了させ、本年8月1日より前に新高速乗合パスの運行を開始

する移行希望事業者にあっては、その運行を開始する日から、本年8月1日施行



の配置基準に従って運行しなければならないこととするので、当該許認可にあた

っては、あらかじめ当該移行希望事業者からその旨の宣誓書の提出を求めるとと

もに、条件として付すこととする。

(※ 2) r高速ツアーパス等の過労運転防止のための検討会」において了承された「新高速乗合

パスの交替運転者の配置基準案」については、平成25年2月1.9日~同年3月20日の

問、『旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正案としてパブリツ

クコメントを実施済み。今後、本年4月中旬の同通達の改正を経て、本年B月1日からの

施行(デジ9ル式運行記録計による運行管理及び遠隔地点呼の強化を除<0)を予定。

3.事業者等からの照会への対応

現在の運行形態が高速ツアーパス等に該当するものであるか否か、現在の運行を

本年8月以降も一般貸切旅客自動車運送事業として引き続き行うことが可能である

か否か等に関するパス事業者・旅行業者等からの照会に対しては、 rr高速ツアーパ

ス」及び「会員制高速パス」の定義等についてJ(平成 24年 10月31日付け国

自安第 96号、国自旅第318号、観観産第305号)に基づいて適切に対応し、

必要に応じ助言や指導に努められたい。

なお、照会への対応にあたり不明な点などがあれば、速やかに自動車局旅客課乗

合パス班まで連絡することとされたい。

4.現行の通達等の廃止
「ツアーパスに関する当面の対応方針についてJ(平成 17年7月28日付け事

務連絡)、「ツアーパスに関する取扱いについてJ(平成 18年6月30日付け事務

連絡)、 rrツアー1¥ス」に係る募集型企画旅行の適正化についてJ(平成 18年6月

30日付け国総旅振第 101号)、「ツアーパス等の長距離運行を伴う貸切パスの安

全確保等についてJ(平成 19年4月27日付け国自総第55号、国自旅第27号)

及び「ツアーパス等の長距離運行を伴う貸切パスの安全確保等についてJ(平成 1

9年5月22日付け国総観事第38号)については、本年7月31日をもって廃止

する。
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国自安第 185号

国自旅第 693号

観観産第 583号

平成 2 5年 4月 2日

殿

殿

殿
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殿

各地方運輸局企画観光部長

自動車交通部長

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長

各地方運輸局自動車技術安全部長

沖縄総合事務局運輸部長

自動車局安全政策課長

旅客課長

観光庁観光産業課長

(指導事項)高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行について

高速ツアーパス及び会員制高速パス(以下「高速ツアーパス等」という。)の新高

速乗合パスへの移行については、「高速ツアーパス等の高速乗合パスへの早期移行に

ついてJ(平成24年 7月31日付け国自旅第 238号、観観産第 188号)を通達

したところであるが、新高速乗合パスへの移行にあたって、下記のとおり細部取扱を

定めたので、了知されるとともに、対応に遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、本件については、公益社団法人日本パス協会会長、高速ツアーパス連絡協議

会会長、一般社団法人日本旅行業協会会長及び社団法人全国旅行業協会会長あて別添

のとおり通知したので申し添える。
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1 .総則

高速ツアーパス等については、昨年4月2日に新たな高速乗合パスへの一本化を

進める方針を国土交通省として決定し、周年同月 29日に関越自動車道で発生した

高速ツアーパス事故を踏まえ、安全確保措置等の見直しを行った上で新高速乗合バ

ス制度を同年7月31日に制定したところである (r高速パスの管理の受委託につ

いてj (平成24年7月31日付け国自安第 55号、国自旅第 236号、国自整第

78号)等参照。)。

これに伴い、本年8月以降は高速ツアーバス等の運行を認めないこととし、本年

7月末までに別添スケジュールのとおり、新高速乗合パス制度に基づく新高速乗合

パスに確実に移行させることとする。

今後、別添スケジュールに基づいて円滑な移行を確保していくためには、新高速

乗合パスへ移行する意向を持っている事業者(以下「移行希望事業者j という。)

において、移行のために必要となる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合パス

事業」という。)に係る所要の申請手続き(道路運送法第4条に基づく新規経営許

可申請、同法第5条に基づく事業計画の変更認可申請、同法第35条に基づく管理

の受委託の許可申請(以下「許認可申請」という。)等)を速やかに行うとともに、

当該申請を受理した各地方運輸局等において、可能な限り迅速かっ柔軟に処理する

ことが必要である。

このため、各地方運輸局等は、移行希望事業者に対し、 2“(1)から (5)に

定める事項について周知を図り、適切に指導することとされたい。

2 各地方運輸局等から移行希望事業者に対する指導事項

(1)移行に伴う許認可申請の期限

移行希望事業者においては、本年7月31日までに新高速乗合バスに係る許認

可の取得を完了させる必要があるが、そのためには、標準処理期間 (3ヶ月)と

の関係上、原則として、本年4月30日までに所要の許認可申請がなされる必要

がある。この際、乗合パス事業の管理の受委託の許可申請を予定している場合に

おいては、乗合パス事業の新規経営許可申請又は乗合パス事業の事業計画の変更

認可申請と同時に行うこととする。

なお、申請書類に不備等があった場合には、標準処理期間に当該不備等に係る

差し替え期間を含まない取扱いとしているので、移行に必要な許認可に係る申請

書の作成・申請については余裕をもって着実に行うよう、その旨、移行希望事業

者を指導するとともに、必要に応じ助言を行うこととする。

(2)バス停留所の確保に係る調整が終了していない場合の取扱い

① 新高速乗合バスへの移行にあたっては、バス停留所を確保することがその前

提となるが、今回の移行に際しては、多くの移行希望事業者のバス停留所に対

する要望を多数の関係者が介在して集中的に調整しなければならないことか

ら、相当の調整期間を要することが想定される。このため、バス停留所の確保

に係る調整が終了していない(道路占用許可及び道路使用許可(以下「道路関

係許可」という。)を得ているか文は確実に得られる見込みに至っていない等)

ことのみが理由となって申請準備が整っていない場合については、所要の許認

可申請を受け付けて差し支えないこととし、この旨について移行希望事業者に

対して周知することとする。



なお、この場合の標準処理期間の起算点は、当該バス停留所の確保に係る調

整が終了した時点(道路関係許可については、当該許可を得ているか又は確実

に得られる見込みに至った時点)とするが、当該取扱いが、本年7月31固ま

での新高速乗合パスへの移行の妨げとならないよう十分留意して対処すること

とする。

② また、バス停留所の設置に係る道路関係許可の取得について、新高速乗合バ

スに係る許認可が前提となっている場合においては、移行希望事業者に当該道

路関係許可の取得が確実である旨の宣誓書の提出を求めた上で、当該新高速乗

合バスに係る許認可を行うこととし、運輸開始日までに道路関係許可に係る書

面の写しを提出することを条件として付すこととする。

(3)許認可に係る審査基準の特例

移行に伴う許認可申請に対する審査基準の適用に際しては、本年7月31日ま

での新高速乗合バスへの移行は、「パス事業のあり方検討会」報告書の内容を踏

まえ、国土交通省として、昨年4月2臼に決定した方針及び同年同月 29日に関

越自動車道で発生した高速ツアーバス事故を踏まえ、同年7月31日に制定した

新高速乗合バス制度の実施であり、遅滞なく円滑に移行させることが不可欠であ

ること、また、監査・処分の実施時期による影響もあること等に鑑み、一定期間

における行政処分又は重大事故惹起の有無に係る審査基準については、以下に掲

げる 2つの措置を一体的に新たに講じていることを条件として、適用しないこと

とする。

① 法令遵守及び輸送の安全確保に取り組む専任部署の新設文は格上げ措置

② この他法令遵守及び輸送の安全確保に資すると認められる措置等(※1)

また、「高速ツアーバス等の高速乗合パスへの移行のための高速バス停留所調

整ガイドライン」に基づく協議会が求めるバス停留所の使用申請を行う場合につ

いても同様の取扱いとする。

なお、既存高速乗合パス事業者による高速パス輸送サービスの改善を目的とす

る貸切パス輸送力の活用に係る管理の受委託の許可申請であって、本年4月30

日までに申請されたものについても同様の取扱いとする。

(※1)①外部講師による安全講習会やNASVAのカウンセリング付き適性診断を全運転者に

受診させる措置、②受託者の場合は委託事業者における安全確保の仕組み・ノウハウを定

期的に学ぶ機会を創設する措置、③高速ツアーパス連絡協議会による自主的な法令遵守の

取組み(巡回指導等による自主的な適正化事業)等が考えられる。

(4 )法令試験の実施方法

移行に伴う乗合パス事業の新規経営許可申請において実施する法令試験につい

ては、受験者について「代表権を有する常勤役員」とするとともに、出題範囲に

ついて「改善基準告示」、「運輸安全マネジメントJ及び「貸切パス選定・利用ガ

イドライン」を含めることとする。

(5 )新高速乗合バスの交替運転者の阻置基準の適用

新高速乗合パスの交替運転者の配置基準(以下「配置基準Jという。) (※ 2) 

については、本年8月1日からの施行(デジタル式運行記録計による運行管理及

び遠隔地点呼の強化を除く。)を予定しているところであるが、移行に伴う許認

可の取得を早期に完了させ、本年8月1日より前に新高速乗合パスの運行を開始

する移行希望事業者にあっては、その運行を開始する日から、本年8月1日施行



の配置基準に従って運行しなければならないこととするので、当該許認可にあた

っては、あらかじめ当該移行希望事業者からその旨の宣誓書の提出を求めるとと

もに、条件として付すこととする。

(※ 2) r高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会」において 7~配された「新高速乗合

パスの交替運転者の配置基準案」については、平成 25年2月19日~同年3月20日の

問、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正案としてパブリッ

クコメントを実施済み。今後、本年4月中旬の同通達の改正を経て、本年8月1日からの

施行(デジ告ル式運行記録計による運行管理及び遠隔地点呼の強化を除く。)を予定。

3. 事業者等からの照会への対応

現在の運行形態が高速ツアーパス等に該当するものであるか否か、現在の運行を

本年8月以降も一般貸切旅客自動車運送事業として引き続き行うことが可能である

か否か等に関するパス事業者・旅行業者等からの照会に対しては、 rr高速ツアーパ

ス」及び「会員制高速パス」の定義等についてJ(平成 24年 10月31日付け国

自安第96号、国自旅第318号、観観産第 305号)に基づいて適切に対応し、

必要に応じ助言や指導に努められたい。

なお、照会への対応にあたり不明な点などがあれば、速やかに自動車局旅客課乗

合パス班まで連絡することとされたい。

4. 現行の通達等の廃止

「ツアーパスに関する当面の対応方針についてJ(平成 17年7月28日付け事

務連絡)、「ツアーバスに関する取扱いについてJ(平成 18年6月30日付け事務

連絡)、 rrツアーバス」に係る募集型企画旅行の適正化についてJ(平成 18年6月

30日付け国総旅振第 10 1号)、「ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安

全確保等についてJ(平成 19年4月27日付け国自総第55号、国自旅第 27号)

及び「ツアーパス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等についてJ(平成 1
9年5月22日付け国総観事第38号)については、本年7月31日をもって廃止

する。
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高速ツアーパス等の新高速乗合パスへの移行のために講じる措置

情YÆ'.Yアーパス手の'JJi~送秦tbhスへの移行可ご飯-lJ/lJ~すの緩衝ごつII て/

(fj必要局長、綬培庁長'FIのぎ'iíiÆ~) のIJ'lIi:!

O 高速ツアーパスを企画実施する旅行業者、会員制高速パスの主催団体、全ての貸切パス事業

者に対し、本年7月末までの移行を再要請。

.本年8月以降、高速ツアーパス等の運賃!主翼められないことをあらためて明確に通知。

円滑な移行

のための処理方針

唱法ツアーノ伐手の厳選害送奏会/伐への悪夢研ごつIIて (!fj.夢夢野 J

{安全政策謀長、旅客震度、霊訪rt~:i.警のIJÆ:g;æi重ノのIJ'lIi:!

O 移行のために必要な許認可申請(乗合パスの新規経営許可申請及び事業計画変更認可申請)

を、原貝IJ、本年4月末までに行うよう指導(管理の受委託の許可申請も同時に行うよう指導入

O 事業者からの申請については、可能な限り迅速かつ柔軟に処理。

O バス停留所確保の調整未了のみで申請準備が整わない場合には、調整の完了を待たずに申請

圭重立並立。

O いわゆる服喪規定により本年7月末までに移行のために必要な許認可カ笥対等できないケース

が生じないよう、一定の安全確保に資する措置を講じていると認められることを条件として、

服喪規定は適用しない。

O 乗合パス事業の新規経営許可申請の審査において実施する法令試験においては、呈墜重量ri-'t
表権を有する常勤役員」とするとともに、出題範囲について「改善基準告示」、 「運輸安全

マネジメントJ及び「貸切パス選定・利用ガイドラインj を含める。

O 移行のための許認可の取得を早期に完了させ、本年8月1日より前に新高速乗合パスの運行

を開始する場合には、本年8月1日から施行予定の新高速乗合パスの交替運転者の配置基準

(デジタル式運行記録計による運行管理汲ぴ遠隔地点呼の強化を除く。)を前倒しして適用。

・高速ツアーパスに係る関係通達等については、本年7月末をもって廃止。



「パス事業のあり方検討会」報告書 |参考資料 |

平成24年10月に学識経験者、パス事業者、労働組合、旅行業者等の関係者から構成される「パス事業のあり方検討会(座長・中村文彦

横浜国立大学大学院教授)Jを設置し、貸切パスの安全性向上に向けた施策を中心に検討を進めてきたところ、今般、以下のとおり報告書

をとりまとめた。

課題 i
関越道高速ツアーパス事故の発生等により、貸切パス市場の現状について以下の問題の深刻化が浮き彫りに

O 利用者に対する安全確保等の責任が暖昧な「高速ツアーパス」という業態。 O 監査等の事後チェックが不十分。
O 価格競争の激化に伴い、安全コストを考慮しない発注が広がっている現在の業界構造。 O 旅行業者等の運送申込者との聞の適正
O 事業者数・車両数の増加に対し、需要増は限定的。収入が下落し、運転者の労働環境、 とは言えない取引の存在。
さらには輸送の安全性も低下。 O 利用者からの信頼を回復することが急務。

O 安全確保への取組意識や法令遵守意識が低い事業者の存在。

1高速ツア パスの業態の転損 l

→平成25年8月より新高速乗合パスに移行・一本化

①大都市圏のターミナル駅周辺等におけるバス停留所の確保 ③過労運転防止のための交替運転者の配置基準の明確化・厳格化

②運輸安全マネジメント実施義務付け対象の拡大

け 貨切パスの 安 全 性 向 上

→ 貸切パス全般の安全性向上に向けた取組の実施

(1 )全ての貸切パス事業者における過労運転防止等の安全優先経営の (3)参入後における安全管理や法令遵守状況のチェックの強化

徹底 ①運輸安全マネジメント評価対象の拡大・安全管理体制構築のための支援事業
①安全管理体制の強化 (運輸安全マネジメントの実施義務付けの中小事業者への拡大) の展開
②運行管理制度の強化 (車両運行中の運行管理者業務の明権化) ②法令遵守に係る自主点検制度の導入・点検結果の報告の義務付け

③交替運転者の配置基準の策定 ③業界団体を中心とした適正化事業(コンサルティング)の導入

④デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーによる運行管理体制の構築 ④悪質事業者への集中的な監査と厳格な処分の実施

(2)参入時における安全性チェックの強化 (4)運送申込者との聞のビジネス環境の適正化・改善

①役員への法令試験の厳絡化 ①運賃・料金制度の改革(運賃・料金への安全コストの反映、 11寺附・キロ併用制運賃へ

②営業所等の現場確認の徹底 の移行)

③所要資金額や賠償限度額に関する許可基準の強化 ②貸切パス事業者と運送申込者との問における書面取引の徹底
③安全阻害行為等に対する抑止力の発律(荷主勧告制度を参考とした新たな制度の
導入の検討)

④円滑な移行のための環境整備(r貸切パス選定・利用ガイドライン」の改訂・周知等)

今後の進め方 |とりまとめた施策の実施のフォローアップを行うとともに、参入規制の強化等に係るデータの収集・分析・検討を実施



高諌ツアーパス等の新高濠乗合パスへの移行に係るスケジュール(全体)
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